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目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

○
青
森
県
立
美
術
館
規
則

(

県
立
美
術
館

開
館
準
備
室)

…

�

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

経

理

課)

…

�

訓

令

○
県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
総
務
学
事
課)

…

�

告

示

○
青
森
県
立
美
術
館
の
食
堂
施
設
及
び
売
店
施
設
の
使
用
料
の
額

(

県
立
美
術
館

開
館
準
備
室)
…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中

｢

―
第
百
条
の
十
四｣

を

｢

・
第
百
条
の
十
二｣

に
、

｢

第
五
目

国
外
事
務
所

(

第
百
条
の
十
五
・
第
百
条
の
十
六)

｣

を

｢

第
五
目

美
術
館

(

第
百
条
の
十
三
・
第
百
条
の
十
四)

に
改
め
る
。

第
六
目

国
外
事
務
所

(

第
百
条
の
十
五
・
第
百
条
の
十
六)

｣

第
十
三
条
の
三
の
観
光
企
画
課
の
項
の
第
九
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と
し
、
同
項
の
第
八
号
中

｢

水
族
館｣

を

｢

美
術
館
及
び
水
族
館｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
号
と
し
、
同
項
の
第
七
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

美
術
資
料
取
得
等
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

九

青
森
県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
を
除
く
。)

の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
都
市
計
画
課
の
項
の
第
十
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

観
光
企
画
課
の
分
掌
に
係
る

事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

美
術
館

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
五
目
を
同
款
第
六
目
と
す
る
。

第
百
条
の
十
二
の
次
に
次
の
目
名
を
付
す
る
。

第
五
目

美
術
館

第
百
条
の
十
三
及
び
第
百
条
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(

所
掌
事
務)

第
百
条
の
十
三

美
術
館
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

美
術
品
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
資
料

(

以
下

｢

美
術
品
等｣

と
い
う
。)

の
収
集
、
保
管

及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

二

美
術
品
等
の
利
用
に
関
し
必
要
な
説
明
、
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

美
術
品
等
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

美
術
品
等
に
関
す
る
案
内
書
、
解
説
書
、
目
録
、
図
録
、
年
報
、
調
査
研
究
の
報
告
書
等
の

作
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

五

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
講
演
会
、
講
習
会
、
映
写
会
、
研
究
会
、
公
演
会
等
の
開
催

に
関
す
る
こ
と
。

六

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

七

美
術
そ
の
他
の
芸
術
に
関
す
る
創
作
活
動
の
場
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
県
民
の
芸
術
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
美
術
館
は
、
青
森
県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
を
除

く
。)

の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
百
条
の
十
四

美
術
館
の
名
称
及
び
位
置
は
、
青
森
県
立
美
術
館
条
例

(

平
成
十
七
年
十
月
青
森

県
条
例
第
六
十
九
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
百
四
十
条
第
一
項
中

｢

各
出
先
機
関｣

を

｢

青
森
県
立
美
術
館
の
項
に
規
定
す
る
職

(
事
務

局
長
及
び
次
長
を
除
く
。)

及
び
各
出
先
機
関｣

に
、

｢

職
及
び｣

を

｢

職
並
び
に｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
一
号
の
表
中

｢

、
学
院｣

を

｢

、
事
務
局
、
学
院｣

に
改
め
、
別
表
第
四
第
三
号
の

表
生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
一
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
立
美
術
館
事
務
局
長
へ
の
委
任)

第
十
二
条
の
二

青
森
県
立
美
術
館
事
務
局
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す

る
。

一

青
森
県
立
美
術
館
条
例

(

平
成
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
市
公
園
法

(
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

青
森
県

総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

青 森 県 報平成18年７月12日 水曜日 号外第68号 �

名

称

位

置

青
森
県
立
美
術
館

青
森
市

青
森
県
立
美
術
館

事
務
局
長
、
次
長
、
総
括
学
芸
主
幹
、
学
芸
主
幹
、
学
芸
主
査
、
学
芸

員

総
括
学
芸
主
幹

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の
他
県
民
の
芸
術
に

関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
専
門

的
事
項
を
掌
理
す
る
。

学
芸
主
幹

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の
他
県
民
の
芸
術
に

関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
専
門
的
事
項

を
掌
理
す
る
。

学
芸
主
査

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の
他
県
民
の
芸
術
に

関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
事
項
を
処
理
す

る
。

学
芸
員

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の
他
県
民
の
芸
術
に

関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
処
理
す
る
。
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イ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
占
用
に
係
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
指
示
に
関
す
る
こ
と

(

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

三

青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と

(

青
森
県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
の
監
督
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
還
付
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
七
項
第
一
号
中

｢
(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号)

｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号

中

｢
(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
美
術
館
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
二
号

青
森
県
立
美
術
館
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
立
美
術
館
条
例

(

平
成
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号
。

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
立
美
術
館

(

以
下

｢

美
術
館｣

と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

開
館
時
間)

第
二
条

美
術
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

(

六
月
一
日
か
ら
九
月

三
十
日
ま
で
の
期
間
に
あ
っ
て
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で)

と
す
る
。

２

美
術
館
の
事
務
局
長(

以
下｢

事
務
局
長｣

と
い
う
。)

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

休
館
日
等)

第
三
条

美
術
館
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

毎
月
第
二
月
曜
日
及
び
第
四
月
曜
日

(

そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日)

二

十
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

２

事
務
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
同
項
の
休

館
日
以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

使
用
の
承
認
の
手
続)

第
四
条

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認

(

以
下

｢

使
用
の
承
認｣

と
い
う
。)

を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
申
込
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
使
用
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
に
使
用
承
認
書
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
料
の
免
除
の
申
請)

第
五
条

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
除
申

請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
の
承
認
の
取
消
し
等)

第
六
条

事
務
局
長
は
、
美
術
館
の
施
設
を
使
用
す
る
者

(

以
下

｢

使
用
者｣

と
い
う
。)

が
不
正

な
手
段
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又

は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

原
状
回
復
等)

第
七
条

使
用
者
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
美
術
館
の
施
設
、
設
備
、
美
術
品
そ
の
他
の

芸
術
に
関
す
る
資
料
等
を
き
損
し
、
又
は
汚
損
し
た
と
き
は
、
原
状
に
復
し
、
又
は
現
品
若
し
く

は
そ
れ
に
相
当
す
る
代
価
を
も
っ
て
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� �� 号外第68号�� �



� �

青
森
県
規
則
第
七
十
三
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
九
条
第
三
項
第
二
号
中｢

駐
留
軍
従
業
員
等
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
美
術
館｣

を
加
え
る
。

｢

青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校

別
表
第
一
中｢

青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校｣

を

に
改
め
る
。

青
森
県
立
美
術
館

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

・

・

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
設
置
規
程

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
六
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
条
県
立
美
術
館
開
館
準
備
班
の
項
を
削
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

、
県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長
補
佐

(

以
下

｢

室
長
補
佐｣

と
い
う
。)

｣
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中

｢

、
準
備
室
長｣

を
削
る
。

第
九
条
第
三
項
第
三
号
中

｢

準
備
室
長
又
は｣

を
削
る
。

第
十
条
第
八
項
中

｢
(

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
の
分
掌
事
務
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
条
中

第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と

す
る
。

青 森 県 報平成18年７月12日 水曜日 号外第68号 �

新
幹
線
交
流
推
進
班

新
幹
線
交
流
推
進
課
長

県
立
美
術
館
開
館
準
備
班

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長

新
幹
線
交
流
推
進
班

新
幹
線
交
流
推
進
課
長

� �



� �

第
十
条
の
三
を
削
り
、
第
十
条
の
四
を
第
十
条
の
三
と
す
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中

｢
(

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
に
あ
つ
て
は
、
準
備
室
長)

｣

を
削
る
。

別
表
第
一
観
光
企
画
課
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
の
項
を
削
り
、
同
表
都
市
計
画
課
の
項
の
第
三
号
中

｢

準
備

室
長
及
び
室
長
補
佐｣

を

｢

観
光
局
長
及
び
観
光
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
及
び
別
表
第
四
の
二
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢
(

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
に
あ
つ
て
は
、
室
長
補
佐)

｣

を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
ア
中
キ�
を
削
り
、
ク�
を
キ�
と
し
、
同
号
イ
中

｢

ク�｣

を

｢

キ�｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
２
の
表
中

｢県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長
印
24
｣

を
削
る
。

｢

別
表
第
二
中

を

｣

青 森 県 報������	�
� �� 号外第68号�

二

都
市
公
園
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

青
森
県
総
合
運
動
公
園

(

運
動
施
設
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
園
施
設
の

設
置
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
原
因
者
負
担
金
の

負
担
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
第
二
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令
に
関
す

る
こ
と
。

ニ

第
二
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
処
分
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

第
二
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
必
要
な

措
置
の
実
施
に
関
す
る

こ
と
。

ヘ

第
二
十
七
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
工
作
物

等
の
売
却
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
園
施
設
の

管
理
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
兼
用
工

作
物
の
管
理
の
方
法
に

つ
い
て
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
十
二
条
の
六
の
規

定
に
よ
る
兼
用
工
作
物

の
管
理
に
要
す
る
費
用

の
負
担
に
つ
い
て
の
協

議
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
都
市
公
園

台
帳
の
作
成
及
び
保
管

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
損
失
の

補
償
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
副

学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
の

庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
副

学
院
長

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
の

庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長

青
森
県
立
美
術
館
次
長

青
森
県
立
美
術
館
の
庶
務
担

当
の
内
部
組
織
の
長

新
幹
線
交
流
推
進
課
青
新
推

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
青
美
準

� �
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｢

に
改
め
る
。

｣
別
表
第
三
青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
の
三
年
保
存
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

旅
行
命
令
簿
及
び
時
間
外
勤
務
等
命
令
票

三

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
願
簿

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、

公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

青
森
県
立
美
術
館
条
例

(

平
成
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)
別
表
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
、
青
森
県
立
美
術
館
の
食
堂
施
設
及
び
売
店
施
設
の
使
用
料
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

備
考

使
用
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
使
用
期
間
に
一
年
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
日
割
で
計
算
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八

(

給
料
表
の
適
用
範
囲)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

美
術
館

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

｢
観
光
局
長

を

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長｣

｢

観
光
局
長

｣

に
、

｢

中
央
病
院
事
務
局
長｣

を
｢

中
央
病
院
事
務
局
長

に
、

美
術
館
事
務
局
長

｣

青 森 県 報平成18年７月12日 水曜日 号外第68号 �

新
幹
線
交
流
推
進
課
青
新
推

青
森
県
立
美
術
館
青

美

区

分

金

額

(

一
年
に
つ
き)

食

堂

施

設

八
十
三
万
四
千
八
百
円

売

店

施

設

六
十
六
万
五
千
六
百
円

� �
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本
庁
室
長

支
給
割
合
百
分
の
二
十
三
、
百
分
の
二

十
及
び
百
分
の
十
八
の
も
の
を
除
く
。

を

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長
補
佐

｣

｢

本
庁
室
長

支
給
割
合
百
分
の
二
十
及
び
百
分
の
十

八
の
も
の
を
除
く
。

に
、

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

｣

｢

障
害
者
職
業
訓
練
校
長｣
を

｢

障
害
者
職
業
訓
練
校
長

に
、

美
術
館
次
長

｣

｢

生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監｣

を

｢

生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監

に
改
め
る
。

美
術
館
の
課
の
長

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発
行
所
・
発
行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


